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        公布された規則のあらまし         

 

◇鳥取県収入証紙の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則 

１ 規則の制定理由 

鳥取県収入証紙の廃止に伴い、鳥取県収入証紙規則を廃止するとともに、関係する規則について所要の改正

を行う。 

２ 規則の概要 

 (１) 鳥取県収入証紙規則は、廃止する。 

(２) 鳥取県収入証紙の廃止に伴い、次の規則について所要の規定の整備を行う。  

 ア 鳥取県税条例施行規則 

イ 鳥取県会計規則 

 ウ 鳥取県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則 

 エ 鳥取県証明書等交付事務規則 

 オ 鳥取県会計管理局組織規則 

 カ 鳥取県会計管理局等事務決裁規則 

(３) 鳥取県規則の様式の規定中収入証紙を貼り付けるべき箇所を示す欄を削る。 

(４) 施行期日等 

ア 施行期日は、令和３年10月１日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる。 
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規 則 

鳥取県収入証紙の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。 

  令和３年９月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県規則第41号 

鳥取県収入証紙の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則 

 

（鳥取県収入証紙規則の廃止） 

第１条 鳥取県収入証紙規則（昭和39年鳥取県規則第17号）は、廃止する。 

（鳥取県税条例施行規則の一部改正） 

第２条 鳥取県税条例施行規則（昭和35年鳥取県規則第40号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（知事が収納事務を委託した者に納付することができ

る県税に係る徴収金) 

第２条の３ 条例第６条第１項ただし書に規定する規

則で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金と

し、第１号又は第３号に掲げる徴収金にあってはそ

れぞれ第１号又は第３号に定める納付書（領収済通

知書にバーコードが記載されているものに限る。）

により納付し、第２号又は第４号に掲げる徴収金に

あってはそれぞれ第２号又は第４号に定める書類の

提出の際に納付するものとする。 

(１) 個人の事業税、不動産取得税及び県税の延滞

金 第１号様式 

(２) 自動車税の環境性能割（条例第137条の11第

１項に規定する方法により納付する場合に限

る。）及び種別割（条例第142条第２項に規定する

方法により納付する場合に限る。） 地方税法施

行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「総務省

令」という。）第16号の43様式 

(３) 自動車税の種別割（条例第142条第２項に規

定する方法により納付する場合を除く。） 第１

号様式の３その６及び第１号様式の３その７ 

(４) 狩猟税（条例第210条第１項に規定する方法

により納付する場合に限る。） 条例第211条第１

項に規定する知事が定める関係書類 

 

（県税の収納の事務を委託することができる基準） 

第４条の３ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16

号。第14条の２第１項において「施行令」とい

う。)第158条の２第１項に規定する規則で定める基

準は、次に掲げるものとする。 

 

（知事が収納事務を委託した者に納付することができ

る県税に係る徴収金) 

第２条の３ 条例第６条第１項ただし書に規定する規

則で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金と

し、それぞれ当該各号に定める納付書（領収済通知

書にバーコードが記載されているものに限る。）に

より納付するものとする。 

 

 

 

(１) 個人の事業税及び不動産取得税 第１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 自動車税の種別割 第１号様式の３その６及

び第１号様式の３その７ 

 

 

 

 

 

（県税の収納の事務を委託することができる基準） 

第４条の３ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16

号。第14条の２第１項において「施行令」とい

う。)第158条の２第１項に規定する規則で定める基

準は、次に掲げるものとする。 
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（鳥取県会計規則の一部改正） 

第３条 鳥取県会計規則（昭和39年鳥取県規則第11号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

(１) 略 

(２) 普通地方公共団体の公金、電気料金、ガス料

金、電信電話料金等の収納の事務を受託し、又は

これらに類するものの収納に関する事務を処理し

た実績があること。 

(３) 略  

 

(１) 略 

(２) 普通地方公共団体の公金、電気料金、ガス料

金、電信電話料金等の収納の事務を受託した実績

があること。 

 

(３) 略  

 

（法人の事業税及び特別法人事業税の申告納付期限の

承認） 

第37条 所長は、総務省令第４条の４の規定による申

請書を受理したときは、その適否を調査の上承認又

は不承認の決定をし、遅滞なく、申請者に第55号様

式による通知書で通知しなければならない。 

（法人の事業税及び特別法人事業税の申告納付期限の

承認） 

第37条 所長は、地方税法施行規則（昭和29年総理府

令第23号）第４条の４の規定による申請書を受理し

たときは、その適否を調査の上承認又は不承認の決

定をし、遅滞なく、申請者に第55号様式による通知

書で通知しなければならない。 

 

（納税済印） 

第50条 条例第137条の11第２項及び第143条第２項に

規定する規則で定める納税済印は、第64号様式のと

おりとする。 

（納税済印） 

第50条 条例第137条の11第１項及び第143条に規定す

る規則で定める納税済印は、第64号様式のとおりと

する。 

 

（納税済印) 

第58条の２ 条例第211条第２項に規定する規則で定

める納税済印は、第71号様式の２のとおりとする。 

（納税済印) 

第58条の２ 条例第211条第３項に規定する規則で定

める納税済印は、第71号様式の２のとおりとする。 

  

改 正 後 改 正 前 

  

（歳入の事後調定） 

第11条 知事又は出納機関の長は、歳入の徴収前に前

条の規定による調査及び徴収の決定（以下「調定」

という。）をしない次に掲げるものに係る歳入金の

納入があったときは、統轄店からの領収済の通知に

より直ちに調定をしなければならない。 

(１)・(２) 略 

(３) 入場券の類の発売に係る収入 

(４)～(７) 略 

 

（口頭、掲示その他の方法による納入の通知） 

第15条 知事又は出納機関の長は、前条の規定にかか

わらず、次に掲げる収入については口頭、掲示その

他の適宜の方法によって納入の通知をすることがで

きる。 

(１) 入場券の類の発売に係る収入 

（歳入の事後調定） 

第11条 知事又は出納機関の長は、歳入の徴収前に前

条の規定による調査及び徴収の決定（以下「調定」

という。）をしない次に掲げるものに係る歳入金の

納入があったときは、統轄店からの領収済の通知に

より直ちに調定をしなければならない。 

(１)・(２) 略 

(３) 収入証紙及び入場券の類の発売に係る収入 

(４)～(７) 略 

 

（口頭、掲示その他の方法による納入の通知） 

第15条 知事又は出納機関の長は、前条の規定にかか

わらず、次に掲げる収入については口頭、掲示その

他の適宜の方法によって納入の通知をすることがで

きる。 

(１) 収入証紙及び入場券の類の発売に係る収入 
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第４条 鳥取県会計規則の一部を次のように改正する。 

様式第２号その２の次に次の１様式を加える。 

  

(２)～(４) 略 

２・３ 略 

(２)～(４) 略 

２・３ 略 
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（鳥取県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正） 

第５条 鳥取県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成15年鳥取県規則第49号）の

一部を次のように改正する。 

  様式第３号を次のように改める。 
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様式第３号（第４条、第５条関係）                            

 注１  不要な文字は抹消し、該当項目の□にレ印を付すこと。 

    ２ 再交付申請の場合は、許可証等の種類ごとにそれぞれ申請書を提出すること。 

 

様式第12号を次のように改める。 

様式第12号(第15条関係) 

 

年  月  日 

                           許 可 証 等 再 交 付 申 請 書 

                           許 可 証 等 亡 失 届 出 書 

 

  職 氏 名  様 

 

ふ り が な 

氏     名 

(法人にあっては､名称及び

代表者の氏名) 

 

 

  

                             

生   年   月   日              年  月  日    生 

 

住           所 

(法人にあっては、主たる

事務所の所在地) 

郵便番号 

 

 

電話番号 

□ 再交付申請 

     鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第９条第９項（同法第14条の２第９項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）・第15条第７項・第19条第６項・第21条第２項において準用する第19

条第６項・第24条第６項・第35条第８項・第38条の２第７項・第46条第２項・第61条第５項・鳥獣の保護

及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第11条の２第７項・第19条の９第３項の規定による再

交付を受けたいので、下記により申請します。 

□ 亡失届出 

    下記のとおり亡失したので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第７条第13

項・第14項・第11条の２第10項・第13条の９第７項・第15条第７項・第19条の９第５項・第20条第６項・

第24条第６項・第42条第６項・第46条の２第６項・第50条・第65条第10項の規定により届け出ます。 

種         類 

□許可証（鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等） 

□従事者証（鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等）  

□承認証（対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認） 

□承認証（特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認） 

□指定猟法許可証   □登録票（飼養登録）      □販売許可証 

□狩猟免状(種類：         免許) 

□狩猟者登録証   □狩猟者記章 

□認定証（鳥獣捕獲等事業） □従事者証（指定管理鳥獣捕獲等事業）      

□許可証（麻酔銃猟） 

番             号 
 

 

交  付  年  月  日 
 

    年  月  日 

亡 失 年 月 日 
 

      年  月  日 

 

再交付又は亡失等の理由 
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（表） 

 

 ※整理番号   

             狩 猟 免 許 申 請 書 

 職 氏 名  様 

                                              年  月  日 

ふ り が な 

 

氏     名 

 

 

生 年 月 日          年    月    日 生   

 住   所 

 郵便番号 

 

 

        電話番号 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 39条第１項の規定による狩猟免許を受けたいので、

下記により申請します。 

                                          記 

 

(１)  受けようとする狩猟免許の種類及び使用しようとする猟具の種類並びに第１種銃猟免許又は第２種銃猟

免許の猟具の所持許可（免許の種類欄の□にレ印を付し、番号に○印を付す。） 

□網猟免許 □わな猟免許 

□第１種 

  銃猟免許 

１ ライフル銃      

猟銃・空気銃所持

許可証番号 
                    号  ２ 散 弾 銃      

３ 空 気 銃 

 （圧縮ガスを使用するものを含む。） 

□第２種 

  銃猟免許 

空 気 銃 

 （圧縮ガスを使用するものを含む。） 
交付年月日 年   月  日 

(２)  受験を希望する会場名と年月日 

会場名  年 月 日  年   月   日 

(３) 他の狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号

及び交付年月日（他の狩猟免許を受けている場合に限る。）並びに同一登録年度における他の狩猟免許に係

る免許申請書又は免許更新申請書の提出の有無 

他 の

免 許

の 種

類 

 

都 道

府 県

知 事

名 

 

 

 

知事 

狩 猟

免 状

番号 

 

 

 

号 

交

付

年

月

日 

年  月 日 

他の免許

の申請又

は更新申

請の有無 

有 ・ 無 

他 の

免 許

の 種

類 

 

都 道

府 県

知 事

名 

 

 

 

知事 

狩 猟

免 状

番号 

 

 

 

号 

交

付

年

月

日 

年  月 日 

他の免許

の申請又

は更新申

請の有無 

有 ・ 無 
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（裏） 

 

様式第14号を次のように改める。 

 

  

(４) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律又は同法に基づく命令の規定に違反して罰金以上

の刑に処せられたことの有無（ある場合には、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった

年月日及び処分の内容を記載すること。） 

 罰金以上の刑に処せられたことの有無 １．有    ２．無 

年 月 日 処 分 の 内 容 

  

(５) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条第１項の規定により狩猟免許を取り消され

たことの有無（ある場合には、その年月日、狩猟免許の種類及び免許を取り消した都道府県知事名を記載す

ること。） 

 免許を取り消されたことの有無 １．有    ２．無 

年 月 日 免許の種類 免許を取り消した都道府県知事名 

                            知事 

 

注１ ※印欄は、記載しないこと。 
 ２ 申請者の個人情報は、狩猟に係る行政事務の手続等を効率化し、狩猟者情報として蓄積するため、国が

提供する情報システムにて一元管理する。また、有害鳥獣捕獲等に係る市町村での行政事務のため市町村

に申請者の個人情報を提供することがある。 

 

添付書類 

１ 申請者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 40条第２号から第４号までに該当す

るかどうかについての医師の診断書（当該申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項の許可（同条第

１号に係るものに限る。）を現に受けていない場合に限る。） 

２ 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあって

は、当該許可に係る許可証の写し 

３ 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメート

ルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの１枚 

 ４ 申請手数料を納付したことを証する書面 
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様式第14号(第17条関係)              

（表） 

 

 ※整理番号   

         狩 猟 免 許 更 新 申 請 書 

 

 職 氏 名   様 

                     年  月  日 

ふ り が な 
 

氏   名 

 

 

生 年 月 日        年  月  日   生 

住 所 

 郵便番号 

 

            電話番号 

  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 51条第１項の規定による狩猟免許の有効期間の更新

を受けたいので、下記により申請します。 

 

記 

 

(１) 更新を受けようとする狩猟免許の種類及び使用しようとする猟具の種類並びに第１種銃猟免許又は第２

種銃猟免許の猟具の所持許可（免許の種類欄の□にレ印を付し、番号に○印を付す。） 

□網猟免許 □わな猟免許 

□第１種 

 銃猟免許 

１ ライフル銃 
猟銃・空

気銃所持

許可証番

号 

      

号 

交

付

年

月

日 

 年  月  日 
２ 散 弾 銃 

３ 空 気 銃 

（圧縮ガスを使用するものを含む。） 

□第２種 

 銃猟免許 

 空 気 銃 

（圧縮ガスを使用するものを含む。） 

猟銃・空

気銃所持

許可証番

号 

 

号 

交

付

年

月

日 

年   月  日 

(２) 更新を受けようとする狩猟免許（免許の種類欄の□にレ印を付す。） 

免 許 の 種 類 
狩猟免許を与えた 

都道府県知事名 
狩猟免状番号 狩猟免状交付年月日 

□網猟免許        知事          号    年   月   日

□わな猟免許              知事                号           年    月    日

□第１種銃猟免許        知事          号       年   月   日

□第２種銃猟免許        知事          号       年   月   日
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（裏） 

 

様式第15号及び様式第16号を次のように改める。 

 

  

(３) 同一登録年度において他の狩猟免許に係る免許申請書又は免許更新申請書を提出している場合は、その狩

猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月

日 

他の免許 

の種類 
 

都道府県 

知事名 
    知事 

狩猟 

免状 

番号 

      号 
交  付 

年月日 
 年  月  日 

他の免許 

の種類 
 

都道府県 

知事名 
    知事 

狩猟 

免状 

番号 

    号 
交  付 

年月日 
 年  月  日 

(４) 鳥獣捕獲等事業の従事者の場合において、狩猟について必要な適性を有することの確認（確認がなされて

いる場合は、適性の確認欄の□にレ印を付す。） 

適性の確認  □ 

注 １ ※印欄は、記載しないこと。 

  ２ 申請者の個人情報は、狩猟に係る行政事務の手続等を効率化し、狩猟者情報として蓄積するため、国が

提供する情報システムにて一元管理する。また、有害鳥獣捕獲等に係る市町村での行政事務のため市町村

に申請者の個人情報を提供することがある。 

 

添付書類 

 １ 申請者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第40条第２号から第４号までに該当するか

どうかについての医師の診断書（当該申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項の許可（同条第１号に

係るものに限る。）を現に受けていない場合に限る。） 

 ２ 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあって

は、当該許可に係る許可証の写し 

 ３ 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートル

の写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの１枚 

 ４ 認定鳥獣捕獲等事業の従事者であって、適正試験の免除を受けようとするものにあっては、認定鳥獣捕獲

等事業者が作成した適性確認書（様式第14号の２） 

 ５ 申請手数料を納付したことを証する書面 
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様式第15号（第18条関係） 

（表） 
 

 

 ※登録番号  

※狩猟免許  

※損害の賠償  

※放鳥獣猟区の区域の登録の有無  

   ※施行規則第65条第７号、第８号又は
第９号の該当者であるか否かの別 

 

※整理番号 
  

※対象鳥獣捕獲員であるか否かの別  

 

狩 猟 者 登 録 申 請 書 

 

     鳥取県知事 平井 伸治    様 

 

年    月    日 

写真 

ふ り が な  

氏 名  

生 年 月 日 年     月     日  生 

住 所 

郵便番号 

 

電話番号 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第55条第１項の規定による登録を受けたいので、下記

により申請します。   

記 

(１) 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の種類（□にレ印を付す。）、使用する猟具の種類（番号に○印

を付す。）、免許を与えた都道府県知事名、狩猟免状の番号、交付年月日及び所持する免許の種類（□にレ

印を付す。） 

□網猟免許に係る登録  網 都

道

府

県

知

事

名 

知事 

交付年月日 

□わな猟免許に係る登録  わな   年  月  日 

□第１種銃猟免許に係る登

録 

１ ライフル銃 

２ 散 弾 銃 

３ 空 気 銃 

（圧縮ガスを使用するものを含む。） 

狩猟免状の番号 

 

□第２種銃猟免許に係る登

録 

 空 気 銃 

（圧縮ガスを使用するものを含む。） 
所持する免許の種類 

□第１種銃猟免許  □第２種銃猟免許 

(２) 狩猟をする場所 

１ 県下全域 ２ 放鳥獣猟区の区域のみ 

(３) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第65条第１項第７号、第８号又は第９号

の該当者であるか否かの別（該当の□にレ印を付する。） 

□第７号（許可捕獲等をした者）に該当 

□第８号（許可捕獲等に従事した者）に該当 

□第９号（認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者）に該当 

□いずれにも該当しない 

(４) 対象鳥獣捕獲員であるか否かの別（□にレ印を付し、対象鳥獣捕獲員である場合には、所属している市

町村の名称を記載すること。） 

□対象鳥獣捕獲員である。（所属市町村         ） □対象鳥獣捕獲員でない。 
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（裏） 

 

(５) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条第２項の規定により狩猟免許の効力を停止さ

れたことの有無（ない場合には「ない」と、ある場合には「ある」と記載し、かつ、ある場合には、その停止

の期間を記載すること。） 

免許の効力の停止の有無  停止の期間 年   月   日から     年   月   日まで 

(６) 猟銃又は空気銃の所持に係る許可証の番号及び交付年月日（第１種銃猟免許又は第２種銃猟免許に係る登

録を受けようとする場合） 

第１種

銃猟免

許 

ライフル銃 

猟銃・空気銃所持

許可証番号 
第       号 

交

付

年

月

日   年     月    日 
散 弾 銃 

空 気 銃 

（圧縮ガスを使用するも

のを含む。） 

第２種

銃猟免

許 

空 気 銃 

（圧縮ガスを使用するも

のを含む。） 

猟銃・空気銃所持

許可証番号 
第       号 

交

付

年

月

日   年     月    日 

(７) 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に関する要件に関する事項 

共済事業の被共済者

である場合 

法 人 名 対 象 損 害 給 付 額 被共済期間 

    

損害保険契約の被保

険者である場合 

保険会社名 対 象 損 害 保 険 金 額 被保険期間 

    

資産保有がある場合 内容 

 
(８) 職 業         
 １ 
 ４   ７ 
１０ 
１３ 専門的・技術的職業従事者 

販売従事者 

採鉱・採石作業者 

単純労働者 

分類不能の職業 

２ 

５ 

８ 

１１ 

１４ 

管理的職業従事者 

農林業作業者 

運輸・通信従事者 

保安職業従事者 

無職 

３ 
６ 
９ 
１２  事務従事者 

漁業作業者 

技能工・生産工程作業者 
サービス職業従事者  

 
注１ 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の種類ごとに申請書を提出すること。なお、第１種銃猟免許を受け

た者が空気銃のみを使用する場合は、第２種銃猟免許に係る登録を申請すること（(１)の「第２種銃猟免許

に係る登録」の□にレ印を付す。）。 

 ２ (２)は、該当番号を○で囲むこと。 

 ３ (８)は、職業を具体的に記載するとともに、職業分類の該当番号を○で囲むこと。 

 ４ ※印欄は、記載しないこと。 

 ５ 申請者の個人情報は、狩猟に係る行政事務の手続等を効率化し、狩猟者情報として蓄積するため、国が提

供する情報システムにて一元管理する。また、有害鳥獣捕獲等に係る市町村での行政事務のため市町村に申

請者の個人情報を提供することがある。 

 

添付書類 

  １ (７)の要件を申請者が備えていることを証する書面 

  ２ 申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートル

の写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの２枚 

 ３ 申請者が対象鳥獣捕獲員である場合にあっては、市町村長がそのことを証する書面 

 ４ 申請手数料を納付したことを証する書面 
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様式第16号（第19条関係） 

（表） 

 

 ※登録番号  

※狩猟免許  

※損害の賠償 
 

※整理番号   ※放鳥獣猟区の区域の登録の有無 
 

 

   

変 更 登 録 申 請 書 

 

     職  氏  名   様 

                                          年  月  日     

写真 

 

ふりがな 

氏  名 

 

 

 

職  業  

 

生年月日 

 

 

                  年  月  日 生 

 

住  所 

郵便番号 

 

 

 電話番号 

変更しようとする狩猟者登録証の番号                   号 

変更しようとする狩猟者登録証の交付年月日 年  月  日 

下記のとおり変更登録を受けたいので鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第２項の

規定により申請します。 

記 

(１) 変更登録を受けようとする狩猟免許の種類（□にレ印を付す。）、使用する猟具の種類（番号に○印を付

す。）、免許を与えた都道府県知事名、狩猟免状の番号、交付年月日及び所持する免許の種類（□にレ印を

付す。） 

□網猟免許に係る登録  網 
都

道

府

県

知

事

名 

知事 

交付年月日 

□わな猟免許に係る登録  わな 年  月  日 

□第１種銃猟免許に係る登録 

１ ライフル銃 

２ 散 弾 銃 

３ 空 気 銃  

（圧縮ガスを使用するものを含む。） 

狩猟免状の番号 

 

□第２種銃猟免許に係る登録 
 空 気 銃 

（圧縮ガスを使用するものを含む。） 
所持する免許の種類 

□第１種銃猟免許 □第２種銃猟免許 

(２) 変更をしようとする場所（変更がある場合のみ記入） 

１ 県下全域 ２ 放鳥獣猟区の区域のみ 

(３) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条第２項の規定により狩猟免許の効力を停止

されたことの有無（ない場合には「ない」と、ある場合には「ある」と記載し、かつ、ある場合には、その

停止の期間を記載すること。） 

 免許の効力の停止の有無            停止の期間      年  月  日から   年  月  日まで 
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（裏） 

 

 

 

  

(４) 猟銃又は空気銃の所持に係る許可証の番号及び交付年月日（第１種銃猟免許又は第２種銃猟免許に係る

登録を受けようとする場合） 

第１種銃

猟免許 

ライフル銃 

猟銃・空気銃

所持許可証番

号 

第      号 

交

付

年

月

日 

年 月 日 
散 弾 銃 

空 気 銃 

（圧縮ガスを使用するものを

含む。） 

第２種銃

猟免許 

空 気 銃 

（圧縮ガスを使用するものを

含む。） 

猟銃・空気銃

所持許可証番

号 

第      号 

交

付

年

月

日 

年 月 日 

注１ 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の種類ごとに申請書を提出すること。なお、第１種銃猟免許を受

けた者が空気銃のみを使用する場合は、第２種銃猟免許に係る登録を申請すること（(１)の「第２種銃猟

免許に係る登録」の□にレ印を付す。）。 

 ２ (１)及び(２)については、変更がある場合のみ必要事項を記入し、変更がない場合は無記入とするこ

と。 

 ３  (２)は、該当番号を○で囲むこと。 

 ４ ※印欄は、記載しないこと。 

 

添付書類 申請手数料を納付したことを証する書面 
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（鳥取県証明書等交付事務規則の一部改正） 

第６条 鳥取県証明書等交付事務規則（平成19年鳥取県規則第27号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

（鳥取県会計管理局組織規則の一部改正） 

第７条 鳥取県会計管理局組織規則（平成21年鳥取県規則第24号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

（鳥取県会計管理局等事務決裁規則の一部改正） 

第８条 鳥取県会計管理局等事務決裁規則（平成21年鳥取県規則第25号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（申請） 

第２条 略 

２ 略 

３ 申請者が県の機関に対し証明書等交付事務を求め

る場合において、法令又は条例若しくは規則の規定

により当該証明書等交付事務に係る手数料を納付す

ることとされているときは、申請者は、鳥取県会計

規則（昭和39年鳥取県規則第11号）その他の規則の

定めるところにより、当該証明書等交付事務に係る

手数料を納付するものとする。 

（申請） 

第２条 略 

２ 略 

３ 申請者が県の機関に対し証明書等交付事務を求め

る場合において、鳥取県収入証紙規則（昭和39年鳥

取県規則第17号）の規定により当該証明書等交付事

務に係る手数料を証紙により納付することとされて

いるときは、申請者は、同規則の定めるところによ

り、納付額に相当する額の証紙を申請書にはり付け

て納付するものとする。 

改 正 後 改 正 前 

（各課の所掌事務） 

第３条 各課の所掌事務は、次のとおりとする。 

会計指導課 

(１)～(９) 略 

(10) 略

(11) 略

(12) 略

(13) 略

(14) 略

(15) 略

統括審査課 略 

工事検査課 略 

（各課の所掌事務） 

第３条 各課の所掌事務は、次のとおりとする。 

会計指導課 

(１)～(９) 略 

(10) 収入証紙に関すること。

(11) 略

(12) 略

(13) 略

(14) 略

(15) 略

(16) 略

統括審査課 略 

工事検査課 略 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第３条関係） 

１ 工事検査以外の事務に係る事務処理権限 

別表第１(第３条関係) 

１ 工事検査以外の事務に係る事務処理権限 

所

属

名 

事項 事務処理権限の区分 出

納

機

種

類 

内容 知

事 

専決権

者 

委任決

裁権者 

所

属

名 

事項 事務処理権限の区分 出

納

機

種

類 

内容 知

事 

専決権

者 

委任決

裁権者 
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会

計

管

理

者 

課

長 

会

計

担

当

職

員 

会

計

管

理

者 

課

長 

出

納

機

関

の

長 

関

の

長

の

名

称 

会

計

指

導

課 

略 

二 

地方

自治

法施

行令

（昭

和 22

年政

令第

16

号）

に基

づく

知事

の権

限に

属す

る事

務 

略 

５ 同令第

168 条 第

７項の規

定による

指定代理

金融機関

若しくは

収納代理

金融機関

の指定又

はその取

消しにつ

いての指

定金融機

関からの

意見の聴

取 

○ 

会

計

管

理

者 

課

長 

会

計

担

当

職

員 

会

計

管

理

者 

課

長 

出

納

機

関

の

長 

関

の

長

の

名

称 

会

計

指

導

課 

略 

二 

地方

自治

法施

行令

（昭

和 22

年政

令第

16

号）

に基

づく

知事

の権

限に

属す

る事

務 

略 

５ 同令第

168 条 第

７項の規

定による

指定代理

金融機関

若しくは

収納代理

金融機関

の指定又

はその取

消しにつ

いての指

定金融機

関からの

意見の聴

取 

○ 

三 

鳥取

県収

入証

紙条 

例

（昭

和 39

年鳥

取県

条例

第９

号）

に基

づく

知事

の権

限に

属す

１ 同条例

第５条第

３項の規

定による

証紙の小

売りさば

き人の指

定 

○ 

２ 同条例

第７条第

１項ただ

し書の規

定による

証紙の返

還に基づ

く現金の

還付又は

他の証紙

との交換
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る事

務 

の認定 

(一) 現

金の還

付の認

定 

(１) 

一般

購入

者へ

の還

付 

ア 

中

部

総

合

事

務

所

又

は

西

部

総

合

事

務

所

に

お

い

て

現

金

還

付

請

求

書

を

受

理

し

た

も

○ 中

部

総

合

事

務

所

長

、

西

部

総

合

事

務

所

長 
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三 

略 

略 

四 

略 

略 

五 

略 

略 

２ 略 

別表第２（第４条関係） 

所

属

名 

事項 事務処理権限の区分 

種類 内容 会

計

管

理

者 

専決権

者 

委

任

決

裁

権

者 

課

長 

会

計

員 

課

長 

会

計

指

導

課 

一 法に

基づく

会計管

理者の

権限に

属する

略 

３ 法第170

条第２項

第４号に

掲げる物

品（基金

の 

イ 

ア

以

外

の

も

の 

(２) 

小売

りさ

ばき

人へ

の還

付 

(二) 他

の証紙

との交

換の認

定 

○ 

○ 

○ 

四 

略 

略 

五 

略 

略 

六 

略 

略 

２ 略 

別表第２（第４条関係） 

所

属

名 

事項 事務処理権限の区分 

種類 内容 会

計

管

理

者 

専決権

者 

委

任

決

裁

権

者 

課

長 

会

計

員 

課

長 

会

計

指

導

課 

一 法に

基づく

会計管

理者の

権限に

属する

略 

３ 法第170

条第２項

第４号に

掲げる物

品（基金
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（鳥取県規則の証紙貼り付け欄の削除） 

第９条 鳥取県規則の様式の規定中収入証紙を貼り付けるべき箇所を示す欄を削る。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年10月１日から施行する。 

（鳥取県収入証紙規則の廃止に伴う経過措置） 

２ 鳥取県収入証紙条例を廃止する条例（令和２年鳥取県条例第67号。以下「廃止条例」という。）附則第２項

の規定により歳入を徴収する場合又は廃止条例附則第３項若しくは第４項の規定により還付を行う場合は、第

７条の規定による改正前の鳥取県会計管理局組織規則第３条（会計指導課の項第10号に係る部分に限る。）の

規定は、なおその効力を有する。 

３ 廃止条例附則第３項の規定により、証紙を保有する者がこれを知事に返還して還付を受けようとするとき

は、現金還付請求書兼領収証書（様式第１号）に証紙を添えて、知事に提出しなければならない。 

４ 廃止条例附則第４項の規定により、小売りさばき人が証紙を返還するときは、現金返還請求書（様式第２

号）又は始動票札返還請求書（様式第３号）に証紙又は始動票札を添えて、知事に提出しなければならない。 

５ 廃止条例による廃止前の鳥取県収入証紙条例（昭和39年鳥取県条例第９号）第５条第１項に規定する元売り

さばき人は、この規則の施行の日前に廃止前の鳥取県収入証紙規則第10条第１項の規定により交付を受けた証

紙又は始動票札のうち売りさばいていないものを遅滞なく知事に返還しなければならない。 

事務 に属する

動産を含

む。）の出

納及び保

管（使用

中の物品

に係る保

管 を 除

く。） 

(一 ) 占

有 動 産

（ 出 納

に 限

る。) 

（二） 略

○ 

略 

略 

略 

事務 に属する

動産を含

む。）の出

納及び保

管（使用

中の物品

に係る保

管 を 除

く。） 

(一 ) 占

有 動 産

（ 出 納

に 限

る。)及

び 収 入

証紙 

（二） 略

○ 

略 

略 

略 
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 様式第１号 

現金還付請求書兼領収証書 

年  月  日  

 鳥取県知事 様 

                        住所 

                        氏名（法人・任意団体は名称及び代表者氏名） 

 

 

                        電話番号 

 

 鳥取県収入証紙条例を廃止する条例附則第３項の規定に基づき、下記のとおり未使用の鳥取県

収入証紙を返還して現金の還付を請求します。 

記 

請求金額            円 

 【内訳】 

種類 数量 券面額合計 手数料額※ 差引現金 

10,000円 枚 円 円 円 

5,000円 枚 円 円 円 

1,000円 枚 円 円 円 

500円 枚 円 円 円 

300円 枚 円 円 円 

200円 枚 円 円 円 

100円 枚 円 円 円 

 50円 枚 円 円 円 

 10円 枚 円 円 円 

  5円 枚 円 円 円 

  1円 枚 円 円 円 

計 枚 円 円 円 

※手数料額は券面額合計に 3.3％を乗じて得た金額（1円未満の端数は切り捨てる。）を記載すること。

（例：券面額合計 300円の場合 300×3.3%=9.9のため、手数料額は 9円） 

 

【振込希望口座】 

            銀行・金庫            本店・支店・出張所・代理店 

            農協・漁協            本所・支所 

預 金 種 別 普通 ・ 当座 口座番号        

フ リ ガ ナ   

口座名義人   

 

 

領 収 証 書 

金           円也 

上記の還付金額を受領しました。    

     年  月  日       氏 名                
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様式第２号 

現 金 返 還 請 求 書 

 

年  月  日 

 

 鳥取県知事 様 

 

                        住所 

                        氏名（法人・任意団体は名称及び代表者氏名） 

 

 

                        電話番号 

 

 鳥取県収入証紙条例を廃止する条例附則第４項の規定に基づき、下記のとおり鳥取県収入証紙

を添えて現金の支払を請求します。 

記 
 

請求金額            円 

 【内訳】 

種類 数量 券面額合計 手数料額※ 差引現金 

10,000円 枚 円 円 円 

5,000円 枚 円 円 円 

1,000円 枚 円 円 円 

500円 枚 円 円 円 

300円 枚 円 円 円 

200円 枚 円 円 円 

100円 枚 円 円 円 

 50円 枚 円 円 円 

 10円 枚 円 円 円 

  5円 枚 円 円 円 

  1円 枚 円 円 円 

計 枚 円 円 円 

※手数料額は券面額合計に 3.3％を乗じて得た金額（1円未満の端数は切り捨てる。）を記載すること。 

（例：券面額合計 300円の場合 300×3.3%=9.9のため、手数料額は 9円） 

 

【振込希望口座】 

            銀行・金庫            本店・支店・出張所・代理店 

            農協・漁協            本所・支所 

預 金 種 別 普通 ・ 当座 口座番号        

フ リ ガ ナ   

口座名義人   
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様式第３号 

始動票札返還請求書 

 

年  月  日 

 

 鳥取県知事 様 

                        住所 

                        氏名（法人・任意団体は名称及び代表者氏名） 

 

 

                        電話番号 

 

 鳥取県収入証紙条例を廃止する条例附則第４項の規定に基づき、下記のとおり始動票札を添え

て現金の支払を請求します。 

記 
 

請求金額            円 

 【内訳】 

始動票札 
始動票札に記録 

されている金額 
手数料額 差引現金 

番号 No. 円 円 円 

番号 No. 円 円 円 

番号 No. 円 円 円 

番号 No. 円 円 円 

番号 No. 円 円 円 

計 円 円 円 

 

【振込希望口座】 

            銀行・金庫            本店・支店・出張所・代理店 

            農協・漁協            本所・支所 

預 金 種 別 普通 ・ 当座 口座番号        

フ リ ガ ナ   

口座名義人   

 

 

 

 




